
社会奉仕活動中
に誤って人を
ケガさせた

自転車に乗っ
ていて、誤って
人にぶつかって
ケガをさせた

トレーニングの為
路上を走っていて
誤って他人に
ぶつかってケガを
させた

買い物中に
誤って店の
商品を壊した

PTAの催しで会場設備の
不備により来場者にケガをさせた

PTA総会で使用するために
借用した設備を
誤って落として壊した

対象となる事故の範囲
補償の対象となる方（被保険者） 補償の範囲
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補償の対象となる事故例1

児童・生徒
賠償責任担保条項

生徒の行為に起因する賠償責任(児童・生徒賠償責任担保条項)

ＰＴＡ管理者
賠償責任担保条項

ＰＴＡ活動に起因する賠償責任(ＰＴＡ管理者賠償責任担保条項)

生　徒

P　T　A

日本国内における 生徒の行為に起因する賠償責任（24時間）

日本国内における

※本制度は生徒の行為により、
親権者等の法定監督義務者の
方が責任を負う場合も補償の
対象となります。

•生徒に過失があった場合が対象となります。
（インターンシップ中・ボランティア活動中・課外授業中の賠償事故も、生徒に過失
があれば対象となります。）

◇学校管理下での事故→
学校管理下での事故の場合、生徒だけでなく、学校も管理責任を問われるケースが多い
と考えられます。本保険で対象とするのは生徒が法律上の賠償責任を負った部分のみと
なりますのでご注意ください。生徒の過失が認められた部分については学校管理下であ
っても補償の対象となります。

PTA活動（注）の遂行に起因する賠償責任
（注）「PTA活動中」とは、PTAが企画・立案し主催する活動でPTA総会、運営委員会における決定などPTA会則に基づく正規の手続きを経て決定されたものをいいます。なお、PTA活動へ参加するため

の所定の場所と自宅との往復途上はPTA管理下に含まれませんので補償されません。

（社）全高P連 賠償責任補償制度のご案内

（社）全高P連会員PTAのみなさまへ

・この保険契約は（社）全国高等学校PTA連合会を契約者とする「PTA賠償責任保険」の団体契約であり、
保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は（社）全国高等学校PTA連合会が有します。

平成22年度
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補償期間中に、生徒の行為によって他人の身体・生命を害したり、他人の財
物を損壊し、生徒またはその親権者等の法定監督義務者が、法律上の損害賠
償責任を負担することによって被る損害を補償します。
【ご注意】
◇けんかによる加害事故→
けんかによる加害事故については多くの場合、本人の故意によるものとみなされ、
補償の対象とならないケースがあります。
◇アルバイト中の事故→
会社や店で業務に従事中に発生した賠償責任は使用者である会社側が負うのが一般
的ですが、生徒の過失が認められた部分については補償の対象となります。
◇学校管理下での事故→
学校管理下での事故の場合、生徒だけでなく、学校も管理責任を問われるケースが多いと考
えられます。本保険で対象とするのは生徒が法律上の賠償責任を負った部分のみとなります
のでご注意ください。生徒の過失が認められた部分については学校管理下であっても補償の
対象となります。

（1）補償期間中に、PTA活動の遂行に起因し他人にケガをさせる等他人の
身体・生命を害したり、他人の財物を損壊したことにより、PTAが法
律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

（2）補償期間中に、PTAが使用・管理する第三者から借用したスポーツ用
具等の財物をPTA会員および生徒が損壊または紛失し、もしくは盗ま
れたことにより、PTAが法律上の損害賠償責任を負担することによっ
て被る損害を補償します。

①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④自動車、バイク、原動機付自転車などの車両の所有、使用、管理に起因す
る賠償責任

⑤PTAの占有を離れた物や飲食物に起因する賠償責任
⑥日本国外で生じた事故に起因する賠償責任
⑦契約により加重された賠償責任
⑧PTAが借用した保管物の欠陥、消耗または貸主に返還して30日経過後に
発見された保管物の破損に起因する賠償責任

⑨PTAが所有、使用または管理する施設の修理、改築または取り壊しなど
の工事に起因する賠償責任

⑩PTA活動終了後に行われたPTA活動以外の活動に起因する賠償責任 等
（注）④⑤⑨は左記「補償の対象となる場合」の（1）の事故、⑧は（2）の事

故にのみ適用されます。

補償の対象となる場合 補償の対象とならない場合（主なもの）
①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④自動車、バイク、原動機付自転車などの車両や銃器の所有、使用、管理に
起因する賠償責任

⑤被保険者と同居する親族または被保険者と生計を共にする別居の親族に対
する賠償責任

⑥他人からの借用品・預かり品に対する賠償責任
　（例：借用中のパソコンを壊した）
⑦被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
⑧日本国外で生じた事故に起因する賠償責任
⑨契約により加重された賠償責任 等

補償の内容3
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1名 5千万円
1事故 5億円
1事故 5千万円
自己負担額　1事故 1千円

加害者1名 10万円
保険期間中 500万円

補償の対象となる方（被保険者） 補償の範囲

児童・生徒
賠償責任担保条項

ＰＴＡ管理者
賠償責任担保条項

対　物

対　人

保管物
自己負担額　1事故 5千円

（注）対人事故・対物事故それぞれ
に適用されます。

東京海上日動火災保険株式会社
（担当：公務第二部　公務第一課）

A I U 保 険 会 社
三井住友海上火災保険株式会社
株式会社損害保険ジャパン

TEL.０３-３５１５-４１３３

TEL.０３-５８１９-３229
TEL.０３-３２５９-４０６１
TEL.０３-３３４９-４０２６

●補償内容のお問い合わせ窓口

掛け金・補償額4

●制度についてのお問い合わせ窓口

平成22年4月1日午前0時～平成23年3月31日午後12時までの1年間
中途加入の場合は、加入申込みをした翌月の1日午前0時～平成23年3月31日午後12時となります。

補償期間5

本制度の加入について6

（保険料191円＋
　　　　制度維持費9円）

生徒1名あたり

年間 200円
生　徒

P　T　A

（社）全国高等学校PTA連合会
東京都千代田区神田佐久間町２-１
奥田ビル３０１号
TEL.０３-５８３５-５７１１

）（
補償開始日が
平成22年4月1日の場合。
保険期間中の加入については、
月ごとに掛け金が減額となり
ます。詳細については（社）全
国高等学校PTA連合会にお問
い合わせください。

（親権者等の法定監督
義務者を含みます｡）

支払限度額 掛 け 金

日本国内における

PTA活動の遂行
に起因する賠償
責任

日本国内における

生徒の行為に起
因する賠償責任
（24時間）

本制度の新規加入の際は、各単位PTA内で本制度導入を検討していただくこととなります。
本制度は、単位PTA（学校）毎に一括してご加入いただき、PTA会員の生徒全員を補償するものですので、加入申込は単位PTA（学校）の担当
者が一括して行います。（各単位PTAの申込担当者の方は、別途配布をしている「手引き」をご参照ください。）
なお、一旦加入をした後は、解約のお申し出または保険会社からの連絡がない場合毎年継続加入となります。

引受幹事保険会社

共同引受保険会社

2009.12作成 1310-09-108

【お支払いする保険金、お支払い方法】
（1）被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。

①被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償金の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要です。
②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために必要・有益な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手
当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用

（2）保険金のお支払い方法
上記①の損害賠償金については、その額から免責金額（自己負担額）を差し引いた額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記②～⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、上記②の争訟費用については
「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。

●この保険は、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社からの助言に基づ
き、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。
●PTA（学校）単位で5月1日付学校基本調査生徒数分の人数で加入していただきます。
なお、当年度5月1日付学校基本調査の生徒数に基づいて保険料を算出し、補償期間中の生徒数の増減による精算は行いません。生徒数の報告にあたっては、人数に誤りがないよう十分にご確認くださ
い。不足していた場合には、その不足する割合により保険金が減額されることになりますのでご注意ください。
●掛け金は10万人以上が加入した場合の団体割引を適用しています。加入者数が10万人を下回った場合は、支払限度額の引き下げ等の変更をさせていただきます。
●生徒1名当たりの掛け金200円にPTA管理者賠償責任担保条項の補償も含まれています。
●掛け金には制度維持費9円が含まれています。詳細は（社）全国高等学校PTA連合会へお問い合わせください。

＜ご加入にあたってのご注意＞
●告知義務：加入依頼書に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項です。被保険者となる方はご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。
これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
●通知義務：ご加入後に加入依頼書に☆が付された事項に内容の変更が生じた場合は被保険者となる方は遅滞なく引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合
や、変更の内容によりましては、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
●共同保険契約に関するご説明：この保険契約は、下記の保険会社による共同保険契約であり、幹事保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が他の引受保険会社の代理・代行を
行います。各引受保険会社は、各引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合については（社）全国高等学校PTA連合会にお問い
合わせください。
●保険会社が破綻した場合等の取扱について：保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
　なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、或いは、「小規模法人」（破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人（日本における営業
所等が締結した契約に限ります））またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則と
して80％（破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%）まで補償されます。詳細につきましては、引受保
険会社までご照会ください。
（注）保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険

者に係る部分については、上記補償の対象となります。

このチラシはPTA賠償責任保険の概要を説明したものです。詳細は「手引き」に掲載の保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら下記までお尋ね
ください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このチラシの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。

対人・対物合算（注）
１事故１億円

自己負担額1事故5千円
（注）対人事故・対物事故合算して1億円が

限度となります。
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